
改善後

クランプ　基準不適合発生箇所

基準不適合発生箇所

改善措置の内容

　　　 注 ：  は、交換部品を示す。

識別 : 改善実施済車は、対策品クランプの形状及び保護材の取付で判断できるため特別な

識別表示は行わない。

  ロータリ除雪車の電気装置において、配線の固定方法が不適切なため、走行振動により
スタータモータ配線と配線クランプがこすれ、被覆が損傷するものがある。そのため、
そのまま使用を続けると、損傷部とクランプ間でショートし、最悪の場合火災に至るおそれ
がある。

  全車両、保護材付のスタータモータ配線に交換し、対策品クランプで固定する。
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